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て
く
だ
さ
い
。購
入
先
が
不
明
ま
た

は
廃
業
等
で
存
在
し
な
い
場
合
は
、

市
の
許
可
業
者
に
引
き
取
り
を
依

頼
す
る
か
、指
定
引
取
場
所
に
自
己

搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

■
家
電
許
可
業
者（
引
き
取
り
）

①
浦
添
市
清
掃
事
業
協
同
組
合

☎（
8
7
7
）2
7
5
0

②
丸
一
商
会

☎
０
８
０（
１
７
４
５
）１
４
２
６

■
家
電
許
可
業
者（
自
己
搬
入
）

①
拓
南
商
事（
株
）

☎（
9
3
4
）8
0
1
0

住
所

う
る
ま
市
州
崎
8
番
地
２

②
沖
縄
西
濃
運
輸（
株
）豊
見
城
物

流
セ
ン
タ
ー
指
定
引
取
場
所

住
所

豊
見
城
市
字
与
根
50
番
71

☎（
９
７
０
）４
３
６
２

水
道
の
使
用
開
始
・中
止
に
は

手
続
き
が
必
要
で
す

問
上
下
水
道
部
営
業
課

☎（
８
７
７
）８
４
７
６

☎（
８
７
７
）８
４
６
０

引
っ
越
し
な
ど
で
水
道
の
使
用

開
始
ま
た
は
使
用
中
止
を
し
た
い

時
は
、浦
添
市
上
下
水
道
部
公
式
ア

プ
リ「
て
だ
っ
ち
」ま
た
は
電
話
で
、

希
望
日
の
３
営
業
日
前
ま
で
に
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。立
ち
合
い
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

電
話
受
付

午
前
８
時
30
分
～
午

後
４
時（
土
日
・
祝
日
除
く
）。

※
申
し
込
み
内
容
に
つ
い
て
、確
認

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

Ɲ◌ǦǞは
ƷǢǰら

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

市
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
市
民
課
窓
口
係

☎（
８
７
６
）１
２
８
３

①
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す

3
月
下
旬
か
ら
4
月
上
旬
は
窓

口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。混
雑
緩
和

と
平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た

め
に
、休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

開
設
日
時

3
月
31
日（
日
）、4
月

7
日（
日
）午
前
８
時
30
分
〜
11
時

30
分
、午
後
1
時
〜
4
時
30
分

場
所

市
役
所
1
階
市
民
課

対
象
手
続
き

主
に
住
民
異
動
届

の
受
け
付
け
で
す
。

②
戸
籍
の
広
域
交
付
が
始
ま
り
ま
す

新
制
度「
戸
籍
の
広
域
交
付
」が

3
月
1
日（
金
）か
ら
始
ま
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
本
籍
地
で
し
か
取
得

で
き
な
か
っ
た
戸
籍
証
明
書
等
が
、

住
所
地
で
も
取
得
で
き
ま
す
。な
お
、

申
請
内
容
に
よ
り
、交
付
ま
で
時
間

を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

Ɲ◌ǦǞは
ƷǢǰら

③
旅
券
申
請
の
受
付
時
間
が
変
わ

り
ま
す

４
月
か
ら
旅
券
申
請
の
受
付
時

間
が
変
わ
り
ま
す
。旅
程
に
余
裕
を

も
っ
て
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

申
請
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
正

午
、午
後
1
時
〜
3
時（
平
日
）

受
取
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
正

午
、午
後
1
時
〜
５
時（
平
日
）

引
っ
越
し
す
る
際
の
ご
み
出

し
も
計
画
的
に

問
環
境
保
全
課

☎（
８
７
６
）１
２
５
０

市
で
は
、各
地
域
の
指
定
収
集
日

に
ご
み
の
収
集
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。引
っ
越
し
に
伴
っ
て
出
る
ご
み

も
、例
外
な
く
指
定
日
に
収
集
を
行

い
ま
す
の
で
、お
住
ま
い
の
地
域
の

収
集
日
に
合
わ
せ
て
、計
画
的
な
ご

み
出
し
を
お
願
い
し
ま
す
。

燃
え
る
ご
み
・
燃
え
な
い
ご
み

市
指
定
ご
み
袋
に
入
れ
て
く
だ

さ
い
。ご
み
袋
が
10
袋
を
超
え
る
場

合
は
環
境
保
全
課
ま
で
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

有
害
・
危
険
ご
み

種
別
ご
と
に
分
け
て
、45
リ
ッ
ト

ル
以
内
の
透
明
袋
に
入
れ
て
く
だ

さ
い
。

※
燃
え
な
い
ご
み
の
収
集
業
者
と

有
害
・
危
険
ご
み
の
収
集
業
者
は
別

に
な
り
、収
集
時
間
も
異
な
り
ま
す
。

資
源
ご
み

紙
類（
新
聞
紙
、雑
誌
、段
ボ
ー
ル

等
）や
容
器
類（
ビ
ン
、缶
、ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
等
）は
資
源
ご
み
で
す
。

粗
大
ご
み

粗
大
ご
み
の
収
集
は
事
前
に
申

し
込
み
が
必
要
で
す
。
引
っ
越
し

シ
ー
ズ
ン
は
受
け
付
け
が
大
変
混

み
合
い
ま
す
の
で
、早
め
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

☎（
８
７
６
）１
２
４
７

テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
・
洗

濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
・
エ
ア
コ
ン
は
、

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
対
象
品
の
た
め

市
で
は
収
集
が
で
き
ま
せ
ん
。ま
ず

は
購
入
先
に
引
き
取
り
を
依
頼
し

請
の
翌
月
か
ら
補
助
の
対
象
と
な

り
ま
す
。補
助
要
件
な
ど
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
案
内
書

類
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ɲ◌ǦǞは
ƷǢǰら

認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
し

て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ

の
保
育
施
設
利
用
支
援
事
業

問  

こ
ど
も
未
来
課
給
付
係

☎
内
線
３
６
０
６

認
可
保
育
園
等
に
空
き
が
な
い

な
ど
の
理
由
に
よ
り
、認
可
外
保
育

施
設
を
利
用
し
て
い
る
ひ
と
り
親

家
庭
等
の
児
童
の
保
育
料
を
一
部

減
免
し
ま
す
。

※
幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化
の
給
付

と
の
併
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

利
用
料
減
免
額

保
護
者
が
認
可
外
保
育
施
設
に

支
払
う
月
額
利
用
料
か
ら
認
可
保

育
所
に
入
所
し
た
場
合
の
保
育
料

を
差
し
引
い
た
額（
上
限
あ
り
）

申
請
期
間

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、申

請
の
翌
月
か
ら
補
助
の
対
象
と
な

り
ま
す
。補
助
要
件
な
ど
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
案
内
書

類
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ɲ◌ǦǞは
ƷǢǰら

【
70
歳
以
上
、土
日・祝
日
限
定
】

ゆ
い
レ
ー
ル「
が
ん
じ
ゅ
う
1

日
乗
車
券
」の
販
売

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎（
８
７
６
）１
２
９
２

市
内
高
齢
者
が
外
出
す
る
機
会

を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、沖

縄
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
各
駅
窓
口
で
、

土
日
祝
日
に
限
り「
が
ん
じ
ゅ
う
１

日
乗
車
券
」を
販
売
し
て
い
ま
す
。

「
が
ん
じ
ゅ
う
１
日
乗
車
券
」は
、

購
入
し
た
日
に
限
り
、ゆ
い
レ
ー
ル

全
線
が
乗
り
放
題
に
な
る
乗
車
券

で
、３
０
０
円
で
購
入
で
き
ま
す
。

対
象
者

満
70
歳
以
上
の
市
民

購
入
場
所

モ
ノ
レ
ー
ル
各
駅
窓

口
※
役
所
で
は
購
入
で
き
ま
せ
ん
。

利
用
で
き
る
日

土
日
祝
日
、慰
霊

の
日
※
敬
老
の
日
は
除
く

※
購
入
の
際
に
は
、年
齢（
生
年
月

日
）
と
浦
添
市
に
住
ん
で
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
の
公
的
証
明
書
の
提

示
が
必
要
で
す
。

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
受
信
障

害
に
関
す
る
対
策
事
業

問
跡
地
未
来
課

☎（
８
７
６
）１
２
０
９

市
で
は
、米
軍
機
が
住
宅
地
上
空

を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す

る
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
障

害
に
つ
い
て
、対
策
事
業
を
実
施
し

ま
す
。受
信
障
害
が
発
生
す
る
世
帯

が
あ
り
ま
し
た
ら
、跡
地
未
来
課
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
地
域
が
限
定
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
跡
地
未
来
課
窓
口

長
寿
健
診
の
ご
案
内

問
国
民
健
康
保
険
課
後
期
高
齢

者
医
療
係

☎（
８
７
６
）１
７
１
７

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
人
へ
、生
活
習
慣
病
の
予

防
お
よ
び
疾
病
の
早
期
発
見
・
早
期

治
療
を
目
的
に
、長
寿
健
診
を
実
施

し
て
い
ま
す
。年
に
一
度
健
診
を
受

け
て
健
康
管
理
に
お
役
立
て
く
だ

さ
い
。

※
自
己
負
担
額
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
受
診
に
必
要
な
も
の
】

令
和
６
年
度
長
寿
健
康
診
査
受

診
券（
３
月
下
旬
頃
に
対
象
者
の
ご

自
宅
へ
郵
送
さ
れ
ま
す
。）

【
健
診
の
受
け
方
】

①
個
別
健
診
の
場
合

指
定
医
療
機
関
に「
長
寿
健
診
」

の
予
約
を
し
て
、受
診
く
だ
さ
い
。

※
実
施
し
て
い
な
い
医
療
機
関
が

あ
り
ま
す
の
で
、予
約
時
に
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
集
団
健
診
の
場
合

集
団
健
診
日
を
選
ん
で
、電
話
ま

た
は
W
E
B
で
予
約
く
だ
さ
い
。

※
健
診
日
や
予
約
方
法
に
よ
り
、予

約
受
付
期
間
が
異
な
り
ま
す
。詳
し

く
は
左
記
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ƝХ֌Ѡ▧
ƷはǢǰら

Ɲ⮥ࡐѠ▧
ƷはǢǰら

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

４
月
12
日（
金
）

希
望
す
る
人
は
、期
限
内
に
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。な
お
、こ
れ
ま
で
に

申
込
書
を
提
出
し
た
世
帯
は
、改
め

て
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
今
回
の
募
集
を
も
っ
て
、本
事
業

は
一
時
終
了
と
な
り
ま
す
。

Ɲ◌ǦǞは
ƷǢǰら

障
が
い
者
の
自
立
を
応
援
し

ま
す

問
障
が
い
福
祉
課

☎
内
線
３
５
６
４

①
居
住
サ
ポ
ー
ト
事
業

自
立
し
た
生
活
を
送
り
た
い
の

に
、「
ア
パ
ー
ト
が
見
つ
か
ら
な
い
」

「
保
証
人
が
い
な
い
」な
ど
の
理
由

で
困
っ
て
い
る
、
障
が
い
者
の
サ

ポ
ー
ト
を
す
る
事
業
で
す
。

主
な
サ
ポ
ー
ト
内
容

・
借
家
さ
が
し

・
家
賃
保
証（
審
査
、保
証
料
が
必
要

で
す
）

・
契
約
時
、入
居
時
の
サ
ポ
ー
ト

・
入
居
後
の
24
時
間
電
話
相
談

対
象

市
在
住
で
障
害
者
手
帳
を

お
持
ち
の
人
、ま
た
は
同
程
度
の
障

が
い
が
あ
る
人
。引
っ
越
し
費
用
や

家
賃
等
の
支
払
い
が
可
能
で
、一
人

暮
ら
し
な
ど
の
自
立
生
活
を
希
望

し
て
い
る
人
。

利
用
料

無
料

②
宿
泊
体
験
事
業

「
い
き
な
り
一
人
暮
ら
し
を
す
る

の
は
不
安
」と
い
う
障
が
い
者
の
た

め
に
、
体
験
施
設
に
宿
泊
で
き
る

「
宿
泊
体
験
事
業
」を
実
施
し
て
い

ま
す
。ま
ず
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。子

育
て
・
教
育

認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
し

て
い
る
児
童
の
給
食
費
支
援

問  

こ
ど
も
未
来
課
給
付
係

☎
内
線
３
６
０
６

認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
し
て

い
る
児
童
で
、市
が
指
定
す
る
対
象

施
設
が
、給
食
費
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
減
免
し
て
い
る
保
護
者
へ
給

食
費
を
支
援
し
ま
す
。※
要
件
あ
り
。

支
援
対
象
者

①
市
が
指
定
す
る
対
象
施
設
が
給

食
費
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
減
免

す
る
こ
と
。

②
児
童
が
、保
育
料
無
償
化
の
認
定

を
受
け
て
い
る
こ
と
。

③
保
護
者
お
よ
び
当
該
保
護
者
と

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
市
町

村
民
税
所
得
割
合
算
額
が
５
万
７

７
０
０
円（
年
収
３
６
０
万
円
）未

満
相
当
世
帯
に
属
し
、令
和
6
年
４

月
１
日
時
点
で
満
３
歳
以
上
小
学

校
就
学
前
の
児
童

④
保
護
者
お
よ
び
当
該
保
護
者
と

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
市
町

村
民
税
均
等
割
が
課
さ
れ
て
い
な
い

人
ま
た
は
市
町
村
民
税
均
等
割
を
免

除
さ
れ
た
世
帯
で
、令
和
6
年
４
月

１
日
時
点
で
満
３
歳
未
満
の
児
童
。

※
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と

申
請
期
間

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、申

時間に余裕をもってお越しいただくか、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
2月から4月は市役所を利用する人が増えるため、市役所駐車場や周辺道路の混雑が予想されます。




